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はじめに 

 

 屋外広告物は、 街を訪れる人々を案内・ 誘導するこ と や、 日常生活を送る上での身近な情

報源と し て有益なも のであると 共に、 景観の要素の一つと し て街ににぎわいや活気をも たら

し てく れます。  

 し かし 、 屋外広告物が無秩序、 無制限に設置さ れるこ と で、 本来の役割を果たさ ないばか

り か、 街の景観の美し さ を損なう こ と になり かねません。 さ ら に、 屋外広告物が適正に設

置・ 管理さ れなければ、 落下や倒壊などにより 、 思わぬ事故を招く こ と も あり ます。  

 そこ で、 「 良好な景観の形成」 、 「 風致の維持」 、 「 公衆に対する危害の防止」 の観点か

ら 、 『 越谷市屋外広告物条例』 を制定し 、 屋外広告物のルールを定めています。  

 こ の『 し おり 』 は、 屋外広告物の表示などのルールを関係者の方々をはじ め、 広く 市民の

皆様にご理解いただく ために、 わかり やすく 解説し たも のです。  

 私たちの街がさ ら に魅力的で、 住みやすく なるよう に、 皆様のご協力をお願いいたし ま

す。  

 

※こ の「 し おり 」 は越谷市屋外広告物条例及び越谷市屋外広告物条例施行規則の概略を説明

し たも のです。 詳細については、 下記の条文等を確認し てく ださ い。  

 条文は越谷市ホームページより 確認でき ます。  

 

 

 【 越谷市屋外広告物条例】   

ht t ps: //www. ci t y. koshi gaya. sai t ama. j p/kur ashi _ shi sei /kur ashi / 

sumai /kei kan/okugai _ f i l es_ j our ei . pdf  

 

 

 【 越谷市屋外広告物条例施行規則】     

ht t ps: //www. ci t y. koshi gaya. sai t ama. j p/kur ashi _ shi sei /kur ashi / 

sumai /kei kan/okugai _ f i l es_ ki soku. pdf  

 

 

 

〈 文中の表記について〉  

【 条例・ 規則】 ： 根拠法令を示し ています。  

📖〇〇ページ： 参照ページを 示し ています。  

  

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/
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１．屋外広告物と規制の目的 

（１）屋外広告物とは 

屋外広告物と は、 常時又は一定の期間継続し て屋外で公衆に表示されるものであっ て、 看

板、 立看板、 貼り 紙及び貼り 札並びに広告塔、 広告板、 建物その他の工作物等に掲出さ れ、

又は表示さ れたも の並びにこ れら に類するも の（ 屋外広告物を掲出する物件を含む） をいい

ます。 【 条例第２ 条】  

建物などの外側に表示さ れる文字やシンボルマーク 、 商標、 写真、 絵画、 彫刻などが対象

と なり ます。 なお、 営利目的かどう かは問いません。  

 

次のよう なも のは屋外広告物には含みません。  

○街頭で配布さ れるチラ シなど 

○駅の構内や野球場などに入る特定の者のみを対象と するも の 

○単に光を発するも の（ サーチラ イ ト ・ 文字のない単一色の板への照明）  

○音響広告 

〇窓ガラ スなどに屋内から 外へ向けて表示さ れた広告物 

 

 

（２）規制の目的 

屋外広告物は、 次の２ つの目的から 規制を行っ ています。 【 条例第１ 条】  

①良好な景観の形成と 風致（ 自然のも つ美し さ ） の維持 

②公衆に対する危害の防止 

具体的には、 広告物本体と 広告を表示するための広告板や広告塔などの掲出物件の大き

さ 、 高さ 、 数量やその維持管理などについて規制し ています。  

 

 

（３）自家広告物と一般広告物 

● 自家広告物 

自家広告物と は、 自己の事業所等の建物やその敷地に、自己の氏名や名称、事業内容

などを表示するものをいいます。 借地であっ たと し ても 、 その土地（ 建物） で、 事務所

と し て使用し 、 事業内容を示すも のであれば自家広告物と なり ます。  

その逆に、 土地所有権を 有し ていても 実際の事業に供し ていなければ、 自家広告物

（ 📖16 ページ） には該当し ません。  

● 一般広告物 

一般広告物と は、 他人の土地又は建物等を利用（借用）して、広告を表示するものを

いいます。   
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２．規制 

 

（１）禁止地域と許可地域（屋外広告物を出してはいけない場所・よい場所） 

特に良好な景観形成への配慮や風致の維持の必要性が高い地域や場所等（ 「 禁止地域」

と いいます） は、 自家広告物等の例外を除き、 屋外広告物を出すこ と を禁止し ています。 そ

れ以外の地域や場所（ 「 許可地域」 と いいます） は、 許可を受けて屋外広告物を出すこ と が

でき ます。  

 

＜越谷市で定めている主な禁止地域 R4.4.1 時点＞ 【 条例第４ 条】  

①第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 生産緑地地区、 市民農園整備促

進法に規定する市民農園 

②文化財保護法等の規定により 指定さ れた重要文化財である建造物等 

・ 越谷市文化財保護条例の規定により 指定さ れた文化財である建造物等 

 （ 大聖寺の境域、 旧東方村中村家住宅の敷地）  

③東日本旅客鉄道及び東武鉄道の市内全区間 

④都市公園法に規定する都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令に規定する公園・

緑地 

⑤官公署、 学校、 図書館、 公会堂、 公民館、 体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地 

⑥博物館、 美術館及び病院の建造物（ こ れら の用途に供する部分の床面積が２ ０ ０ ㎡以

上のも の） 並びにその敷地      

⑦社寺、 教会及び火葬場の建造物並びにその境域（ 敷地）     

  ※今後、 新たな禁止地域を指定する場合がございます。  

 

（２）禁止広告物 

次に該当する屋外広告物は、 場所を問わず出すこ と が禁止さ れています。 【 条例第１ ０ 条】  

〇著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料等のはく 離し たも の 

〇著し く 破損し 、 又は老朽し たも の  

〇倒壊又は落下のおそれがあるも の 

〇信号機又は道路標識等に類似し 、 又はこ れら の効用を妨げるよう なも の 

〇道路交通の安全を阻害するおそれがあるも の 
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（３）禁止物件 

屋外広告物を出すこ と により 良好な景観の妨げと なっ たり 、 風致を害し たり 、 あるいはそ

の物件が本来持っ ている機能や効用を害するこ と になる物件には、 許可地域内であっ ても 屋

外広告物を出すこ と を禁止し ています。  

こ れを「 禁止物件」 と いいます。  

 

＜越谷市で定めている禁止物件 R4.4.1 時点＞  

①すべての広告物の表示又は設置を禁止する物件【 条例第５ 条】  

・ 橋、 ト ンネル、 高架構造物、 分離帯 

・ 石垣、 擁壁 

・ 街路樹、 路傍樹 

・ 信号機、 道路標識、 歩道柵、 駒止め、  

里程標 

・ 信号機標柱付近にある電柱、 街灯柱 

その他こ れに類するも の（ 右図のと おり ）  

・ 消火栓、 火災報知器、 火の見やぐ ら  

・ 郵便ポスト 、 電話ボッ ク ス、 路上変電塔 

・ 送電塔、 送受信塔、 照明塔、 展望塔 

・ 煙突、 ガスタ ンク 、 水道タ ンク 、  

その他のタ ンク  

・ 形像、 記念碑 

  ※今後、 新たな禁止物件を指定する場合がございます。  

②貼り 紙、 貼り 札、 広告旗、 立看板の表示を禁止する物件【 条例第６ 条】  

 越谷市内の国道、 県道、 市道の全区間及びこ れに面する場所にある電柱、 街灯柱、 そ

の他電柱に類するも の 

 

（４）色彩等の規制（共通基準） 

屋外広告物は、 以下のと おり 色彩等の規制があり ます。 【 規則第４ 条】  

〇地色に赤及び黄の原色並びに黒色を使用し ていないこ と 。  

〇同系統の中間色を使用するこ と により 色調を整えてあるこ と 。  

〇蛍光塗料、 発光塗料又は反射塗料を使用し ていないこ と 。  

〇裏面及び側面が美観を損なわないも のであるこ と 。  

〇光源が点滅する広告物又は掲出物件については、 道路上に突き 出さ ないこ と 。  

〇自家広告物（ 📖16 ページ） を除き 、 用途地域が定めら れていない土地の区域（ 市

街化調整区域） に建造物から 独立し た広告を掲出する場合、 使用さ れている色の

う ち、 面積が最大と なる地色の彩度が６ を超えないこ と 。  

 

 ※色彩等の規制については、 景観計画（ 📖18 ページ） 、 地区計画（ 📖20 ページ） に 

定めている基準や配慮事項についても ご確認く ださ い。  

 

■信号機標柱付近の禁止物件 

（   内にある電柱等） 
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３．許可の基準 

（１）屋外広告物の種類 

許可地域において、 屋外広告物を出すと き は越谷市長の許可が必要です。  

越谷市では、 屋外広告物をその種類と 掲出方法によっ て次のよう に分類し て、 それぞれに

許可の基準を設けています。  

 

 ● 屋外広告物の種類  

屋外広告物の種類 定     義 

屋上利用広告 建物の屋上に取り 付けら れ、 広告内容を 表示するも の 

壁面利用広告 建物の壁面に並行し て取り 付けら れ、 広告内容を 表示するも の 

突き 出し 広告 建物壁面から 突き 出し て取り 付けら れ、 広告内容を表示するも の 

広告板 
土地に建植さ れ又は建造物その他の物件を 利用し て取り 付けら れ、 平面

的に広告内容を 表示する も の 

広告塔 
土地に建植さ れ又は建造物その他の物件を 利用し て取り 付けら れ、 立体

的に広告内容を 表示する も の 

サイ ンポール 
土地に建植さ れた広告板・ 広告塔に分類さ れる広告物のう ち、 一本の支

柱により 表示面が支持さ れているも の 

広告幕 
布又は網等を 利用し て作製さ れたも のであっ て、 建造物その他の物件を

利用し て取り 付けら れ、 広告内容を 表示するも の 

アド バルーン 
綱を 付けた気球を 掲揚し 、 貼り 紙、 その気球又はつり 下げた字幕を 利用

し て広告内容を 表示する も の 

広告板 

突き出し広告 

壁面利用広告 

アドバルーン 

屋上利用広告 

広告幕 

サインポール 
広告塔 
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● 屋外広告物の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物の種類 定     義 

電柱・

街灯柱

等利用

広告 

袖付広告 電柱、 街灯柱その他電柱に類する も のを 利用し て取り 付けら れたも の 

巻付広告 
電柱、 街灯柱その他電柱に類する も のを 利用し て巻き 付けら れ、 広告内

容を 表示するも の 

アーチ利用広告 
道路上の空中を 横断し てアーチ状に建植さ れた物件を 利用し て広告内容

を 表示するも の 

標識利用広告 
停留所標識、 消火栓標識等を利用し て巻き 付け又は取り 付けら れ、 広告

内容を 表示するも の 

自動車利用広告 自動車の外面を 利用し て取り 付けら れたも の 

屋外広告物の種類 定     義 

掛看板 建造物その他の物件を利用し てつり 下げら れ、 広告内容を表示するも の 

広告旗 

布又は網等を 利用し て作製さ れたも のであっ て、 容易に移動さ せるこ と

ができ る状態で立てら れ、 又は容易に取り 外すこ と ができ る 状態で物件

に取り 付けら れているも の 

貼り 紙 
紙等を 利用し て作製さ れたも のであっ て、 建造物その他の物件を 利用し

て貼り 付けて広告内容を 表示する ポスタ ー、 ビラ 等 

貼り 札 

ベニヤ板、 プラ スチッ ク 板等に紙その他のも のを 貼り 、 又は直接塗装、

印刷を し て作製し 、 工作物等にひも 、 針金等でつるし 、 又はく く り 付け

る等容易に取り 外すこ と ができ る 状態で取り 付けら れたも の 

立看板 

紙、 布、 木又は金属等の材料を 使用し て作製さ れたも のであっ て、 建造

物その他の物件を 利用し て、 容易に取り 外すこ と ができ る状態で立てか

けら れたも の 

標識利用広告 

アーチ利用広告 

自動車利用広告 

袖付広告 

巻付広告 

△△社 

貼り紙・貼り札 

△
△
不
動
産 

広告旗 

△
△
不
動
産 

立看板 

キッチン 

△△ 

掛看板 

バスのりば 
２ 

〇〇駅東口

△△店 

時刻表 
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 （２）適用除外となる屋外広告物 

屋外広告物には禁止地域、 禁止物件、 貼り 紙等禁止物件、 許可制度の規定があり ますが、

こ れら の規定の全部又は一部が適用除外と なる広告物があり ます。 【 条例第８ 条】  

 

● 適用除外となる屋外広告物

◎： 適用除外基準に合致すれば許可手続き 不要で表示可能              

○： 許可を受ければ表示可能 ×： 表示するこ と ができ ない    ： 該当なし  

表示面積：各側部１㎡以下、後部０．３㎡以下

バスに表示する広告物 ２－５

路線バスや貸切バスに他

者の広告物を表示するも

の

◎
表示面積：底部を除く表面積の１０分の３以

下（窓、ドア等のガラス面は表示不可）

タクシーに表示する広告

物
２－５

タクシーに他者の広告物

を表示するもの
◎

催し物用の広告物 ２－４
講演会等のため、その会場

の敷地内に表示するもの
◎ × ×

冠婚葬祭用の広告物 ２－３
冠婚葬祭、祭礼のため一

時的に表示するもの
◎ × ○

管理用広告物 ２－２

自己の管理する土地又は

物件に管理上の必要に基

づき表示するもの

◎ × × 表示面積：２㎡以下/個

４－３ × ○

禁止物件に表示す

る広告物

３－２ × ○

石垣､擁壁､送電

塔､送受信塔､照

明塔､展望塔､煙

突､ｶﾞｽﾀﾝｸ､水道ﾀ

ﾝｸ､その他のﾀﾝｸに

表示する広告物

３－１ × ○ ×

乗用車又は貨物

自動車に表示する

広告物

２－５

乗用車又は貨物自動車

に、自己の氏名、店名、会

社名等及び商標、商品名

等のみを表示するもの

◎

石垣､擁壁：表示面積５㎡以下

送電塔、ガスタンク等：表示面積１５㎡以下

表示期間が１年を超える、上端の高さが

１０ｍを超える。表示面積が１０㎡を超える、

いずれにも該当する場合は市長への協議が

必要

自家広告物 ２－１

自己の住所又は事業所、

営業所もしくは作業場に、

自己の氏名、名称、店名も

しくは商標又は自己の事

業もしくは営業の内容を

表示するもの

📖１７ページを参照ください

国等が表示する広告物 １－３

国又は地方公共団体が公

共目的をもって表示する

広告物

◎ ◎ ◎

選挙運動のために表示

する広告物
１－２

公職選挙法による選挙運

動期間中に、同法の規定

に基づき表示するもの

◎ ◎ ◎

適用除外となる基準等

(項ー号)

法令の規定により表示

する広告物
１－１

建築基準法、道路法、その

他の法令の規定に基づき

表示するもの

◎ ◎ ◎

広告物の区分

条例第８条

内容

禁止

地域
でも出せ

る

禁止

物件
でも出せ

る

貼り紙

等の禁

止物件
でも出せ

る
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● 適用除外となる屋外広告物 

 

◎： 適用除外基準に合致すれば許可手続き 不要で表示可能     

○： 許可を受ければ表示可能 ×： 表示するこ と ができ ない    ： 該当なし  

 

 

  

📖10ページの「禁止地域へ設置する屋外広

告物の特例」を参照ください

５－５
地域における公共的な取

組に充てるもの
○ ○ ○

公共施設等への広告物

５－４
広告料収入を設置費また

は管理費に充てるもの
○ ○ ○

表示面積：１０㎡以下

寄贈者名を表示するた

めの広告物
６

公益上必要な施設又は物

件に寄贈者名等を表示す

るもの

◎ ◎ ◎
表示面積：表示方向からみた施設等の面積

の２０分の１以下で、かつ０．５㎡以下

案内用の広告物 ５－２

公共目的又は公衆の利便

に供する目的のために表

示する道標、案内図板など

○ × ×

表示期間が１５日を超える

７ × × ◎

●表示面積等は

　貼り紙、貼り札→１㎡以下

　立看板→縦１．８ｍ以下（脚部を含む）×横

０．６ｍ以下

　広告旗→縦１．８ｍ以下×横０．６ｍ以下

　高さは３ｍ以下

　※道路上に突き出さないこと

●表示の始期と終期を明記、

　貼り札、広告旗及び立看板は、

　表示者の氏名、住所も明示

●表示期間は１５日以内

営利を目的としない貼り

紙、貼り札、広告旗、立看

板

４－１

政治、労働、宗教等の営利

を目的としない活動のた

めに表示するもの

× × ○

工事施工者等の氏名、名称、店名又は商標

を表示する場合は、仮囲いの平面積２０分

の１以下

煙突及びガスタンク等に

表示する自家広告物
３－３ × ○

煙突、ガスタンク、水道タンク：表示面積１５

㎡以下

工事現場の仮囲いに表

示する広告物
２－９

宣伝を目的とせず、周囲の

景観に調和した絵もしくは

写真、又は工事施工者名

等の表示

◎

公共掲示板に表示する

広告物
２－８

地方公共団体が設置する

公共掲示板に、その団体の

許可等を得て表示する

◎ 当該地方公共団体の許可

適用除外となる基準等

(項ー号)

人、動物、車輌（自動車を

除く）、船舶に表示する

広告物

２－７

人、動物、車輌(自動車を

除く）、船舶に表示するも

の

◎

広告物の区分

条例第８条

内容

禁止

地域
でも出せ

る

禁止

物件
でも出せ

る

貼り紙

等の禁

止物件
でも出せ

る
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● 禁止地域へ設置する屋外広告物の特例 

禁止地域（ 📖4 ページ参照） について、 ①「 広告料収入を案内図板、 公共掲示板等の設置

費や維持管理費に充てる」 、 ②「 広告料収入を地域の公共的な取組の費用等に充てる」 場合

は、 禁止地域の適用から 除外さ れ、 屋外広告物の設置等が可能になり ます。  

設置にあたっ ては許可基準があり ます。 【 規則別表第３ 第４ 号】  

詳細は、 越谷市都市計画課までお問い合わせく ださ い。  

 

① 「広告料収入を案内図板、公共掲示板等の設置費や維持管理費に充てる」  

【 条例第８ 条第５ 項第４ 号】  

 

公益上必要な施設又は物件で、規則で定めるもの(※1) に表示し、又は設置する広告物

又は掲出物件であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管

理に要する費用に充てるもの 

 

   ※1…「公益上必要な施設又は物件であって規則で定めるもの」とは 【規則第 6 条の 2 第 1 項】 

・案内図板 

・公共掲示板 

・バス停上屋 

・その他これらに類するもの   

 

② 「広告料収入を地域の公共的な取組の費用等に充てる」 【条例第８条第５項第５号】 

 

法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収

入を地域における公共的な取組であって規則で定めるもの( ※2 ) に要する費用の全部又は

一部に充てるもの 

 

※2 …「地域における公共的な取組であって規則で定めるもの」とは 【規則第 6 条の 2 第 2 項】 

・道路、公園その他の公共施設の整備又は維持管理 

・街灯、ベンチ、上屋等の整備又は維持管理 

・防犯又は防災活動 

          ・地域の活性化等に資する催し物 

         ・その他市長が認めるもの 
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（３）一般広告物の基準 

一般広告物の基準は、 次のと おり です。  

 

● 屋上利用広告 

【 鉄筋コ ンク リ ート 造・ 鉄骨造等の場合】  

□表示面積の合計は、 建物の全壁面面積の 

１ ０ 分の１ 以下であるこ と  

※ただし 、 １ ０ 分の１ が１ ０ ㎡に満たないと き

は１ ０ ㎡以下であるこ と  

※全壁面面積は、 窓等の開口部を含む、  

軒高以下の全ての壁面面積の合計 

□上端の高さ は地上から 軒高の３ 分の５ 以下で、

かつ４ ８ ｍ以下であるこ と  

※ただし 、 軒高の３ 分の５ が１ ２ ｍに満たない

と き は、 地上から １ ２ ｍ以下であるこ と  

□壁面から 突き 出し ていないこ と  

□色彩等の規制を遵守するこ と  

（ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  

 

 

【 木造建築物の場合】  

□表示面積の合計は１ ０ ㎡以下であるこ と  

□上端の高さ は地上から １ ２ ｍ以下であるこ と  

□壁面から 突き 出し ていないこ と  

□色彩等の規制を遵守するこ と  

（ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  
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● 壁面利用広告 

□表示面積は、 広告物を出す壁面の一面の壁面に 

つき 、 その壁面面積の５ 分の１ 以下であるこ と  

※ただし 、 近隣商業地域及び商業地域にあっ て

は１ ０ 分の３ 以下であるこ と  

※壁面面積： 広告物掲出する壁面（ 窓等の 

開口部を含む軒高以下の面積） 一面のみの   

面積 

※同一壁面に複数の広告物を表示する場合は、

その合計面積が当該壁面面積の５ 分の１  

（ 近隣商業地域及び商業地域にあっ ては 

 １ ０ 分の３ ） 以下であるこ と  

 

 

 

 

 

 

□建築物の３ 階以上の階にある窓又は開口部の全部

又は一部をふさ がないこ と  

□色彩等の規制を遵守するこ と  

（ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  

 

 

● 突き出し広告 

□壁面から の突き出し 幅は１ ． ２ ｍ以下であるこ と  

□上端の高さ が壁面の高さ 以下であるこ と  

□道路・ 水路上空に出る場合は、 下端の高さ は、  

歩道上にあっ ては路面から ３ ｍ以上、  

車道上にあっ ては路面から ４ ． ５ ｍ以上 

であるこ と  

※道路・ 水路上空に出る場合は、 道路法に基づ

く 占用許可が必要です 

□色彩等の規制を遵守するこ と  

（ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  

 

  

の部分は同一壁面として扱います 
※①、②は窓（開口部）への設置ではない 
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● 建造物から独立した広告（広告板、広告塔、サインポール） 

□１ 基あたり の表示面積は１ ０ ㎡以下であるこ と  

 ※ただし 、 自家広告については１ 基あたり  

６ ０ ㎡以下であるこ と  

 ※複数の表示面がある場合は、  

その合計面積が１ 基あたり １ ０ ㎡以下 

（ 自家広告は１ 基あたり ６ ０ ㎡以下） で 

あるこ と  

□上端の高さ は地上から １ ０ ｍ以下であるこ と  

□道路・ 水路上に突き 出し ていないこ と  

 ※ただし 、 自家広告については、 道路・ 水路

上空に出る場合の下端の高さ が、  

歩道上にあっ ては路面から ３ ｍ以上、  

車道上にあっ ては路面から ４ ． ５ ｍ以上で

あるこ と  

※道路・ 水路上空に出る場合は、 道路法に 

基づく 占用許可が必要です 

□色彩の規制を遵守するこ と  

（ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  

 ※用途地域が定めら れていない土地の区域（ 市街化調整区域） に広告を掲出する  

場合、 使用さ れている色のう ち、 面積が最大と なる地色の彩度が６ を超えない   

こ と  
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● その他の屋外広告物 

広告物の種類 許可の基準※１ 

電
柱
・
街
灯
柱
等 

利
用
広
告 

袖付

広告 

縦・出幅 １．２ｍ以下×０．６ｍ以下 

路面から下端までの高さ 歩道上：３ｍ以上、車道上：４．５ｍ以上 

その他 
車道寄りの歩道部分に位置する電柱等を利用する 

場合は、歩道の中央部分に向けて突き出すこと 

巻付

広告 

上端の高さ 地上から３．２ｍ以下 

下端の高さ 地上から１．２ｍ以上 

アーチ利用 

広告 

アーチ部分 

路面から 

上端までの高さ 
歩道上：５．５ｍ以下、車道上：７．５ｍ以下 

路面から 

下端までの高さ 
歩道上：３．５ｍ以上、車道上：５ｍ以上 

支柱部の 

広告 

上端までの高さ 地上から３ｍ以下 

下端までの高さ 地上から１．２ｍ以上 

標識利用広告 表示面積 ０．５㎡以下 

自動車利用 

広告 

広告宣伝用自動車 広告宣伝用自動車であること※２ 

広告宣伝用自動車以外 各側部１㎡以下、後部０．３㎡以下 

※１ ： 全ての広告物の種類において、 色彩等の規制を 遵守するこ と  

（ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  

※２ ： 広告宣伝用自動車は特殊用途（ 放送・ 広報） 車と し て登録を 受けているも のに限る 

 

  

電柱・街灯柱等利用広告 

アーチ利用広告 

標識利用広告 自動車利用広告 
（広告宣伝用自動車以外） 

1㎡以下 

（アーチ部分）Ｈは歩道上 5.5ｍ以下、車道上 7.5ｍ以下 

         ｈは歩道上 3.5ｍ以上、車道上 5.0ｍ以上 

（支柱部の広告）a は地上から３ｍ以下 

             ｂは地上から 1.2ｍ以上 

 

 0.5 ㎡  

0.3 ㎡以下 
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● その他の屋外広告物 

※１ ： 全ての広告物の種類において、 色彩等の規制を 遵守するこ と  

（ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  

※２ ： 国道・ 県道・ 市道の全区間及びこ れに面する場所にある電柱・ 街灯柱・ その他電柱に類す

るも のには表示設置禁止【 条例第 6 条】  

 

 

  

広告物の種類 許可の基準※１ 

掛看板 
表示面積 ２㎡以下 

路面から下端までの高さ 歩道上：３ｍ以上、車道上：４．５ｍ以上 

広告幕 
長さ・幅 １５ｍ以下×１．２ｍ以下 

路面から下端までの高さ ５ｍ以上 

アドバルーン 

気球の大きさ 直径３ｍ以下 

広告幕（網）の長さ・幅 １５ｍ以下×１．５ｍ以下 

上端の高さ 地上から４５ｍ以下 

広告旗※２ 

縦・横 １．８ｍ以下×０．６ｍ以下 

高さ ３ｍ以下 

その他 
道路上に突き出さないこと 

表示者の連絡先を明示すること 

貼り紙※２ 表示面積 １㎡以下 

貼り札※２ 
表示面積 １㎡以下 

その他 表示者の連絡先を明示すること 

立看板※２ 
縦（脚部をを含む）・横 １．８ｍ以下×０．６ｍ以下 

その他 表示者の連絡先を明示すること 

3ｍ以下 

幅は 1.5ｍ以下 

45ｍ以下 

地上から 

 
15ｍ以下 

1.2ｍ以下 

15ｍ以下 

掛看板 

3ｍ 

以下 

2㎡以下 

4.5ｍ以上 

（車道上） 

3.0ｍ以上 

（歩道上） 

アドバルーン 

広告旗※２ 貼り紙・貼り札※２ 

1㎡以下 

立看板※２ 

 
1.8ｍ以下 

1.8ｍ以下 

 
 

0.6ｍ以下 

0.6ｍ以下 

広告幕 

5ｍ 
以上 

〇〇スーパー SALE 

〇 

％ 

OFF 
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（４）自家広告物の基準 

 自家広告物の基準は、 以下の表のと おり です。 なお、 全ての広告物の種類において、 色

彩等の規制を遵守し てく ださ い。 （ 📖5 ページ「 （ ４ ） 色彩等の規制」 ）  

● 自家広告物の基準【禁止地域】

 

同左

貼り紙、貼り
札及び立看板

表示面積等
貼り紙、貼り札は１㎡以下。
立看板は縦（脚部を含む）１．８ｍ以下
×横０．６ｍ以下

（左記を超えるものは
許可できません）

その他 道路上に突き出していないこと

広告旗

表示面積等 縦１．８ｍ以下×横０．６ｍ以下 ２㎡以下

高さ ３ｍ以下 同左

その他 道路上に突き出していないこと

掛看板 表示面積 １㎡以下 ２㎡以下

広告幕
広告物の長さ １０ｍ以下 １５m以下

広告物の幅 １ｍ以下 １．２ｍ以下

設置基数 ３基以下（敷地内） ４基以下（敷地内）

その他 道路上に突き出していないこと （道路占用許可が必要）

建造物から独
立した広告
（広告板、広告
塔、サインポー
ル）

表示面積 ５㎡以下/基 １０㎡以下/基

広告物の上端の
高さ

地上から７ｍ以下 地上から１０ｍ以下

広告物の下端の
高さ

（基準なし） 歩道上：３ｍ以上、車道上：４．５ｍ以上

突き出し
広告

表示面積 ３㎡以下 ６㎡以下

広告物の上端の
高さ

壁面の高さ以下 同左

広告物の下端の
高さ

（基準なし）

その他
３階以上の窓又は開口部の全部又は
一部をふさがないこと

歩道上：３ｍ以上、車道上：４．５ｍ以上

壁面からの突出
し幅

１ｍ以下 １．２ｍ以下

その他 道路上に突き出していないこと （道路占用許可が必要）

同左

区分
許可不要で出せる 許可を受ければ出せる

（条例第８条第２項第１号、規則別表第２） （条例第８条第５項第１号、規則別表第３）

建
造
物
を
利
用
し
た
広
告

屋上
利用
広告

表示面積 ５㎡以下
全壁面積の１０分の１以下（木造建造物
の場合は１０㎡以下）ただし、１０分の１
が１０㎡未満の場合は１０㎡以下

広告物の上端の
高さ

地上からの高さが１０ｍ以下で、かつ
広告物自体の高さは２ｍ以下

地上からの高さが軒高の３分の５以下
で、かつ４８ｍ以下。ただし、３分の５が
１２ｍ未満の場合は１２ｍ以下（木造建造
物の場合は地上から１２ｍ以下）

その他 壁面から突き出していないこと 壁面から突き出していないこと

壁面
利用
広告

表示面積 １０㎡以下

一面の壁面につきその壁面積（開口部
を含む）の５分の１以下。ただし、表示面
積が１０㎡以下であるときはこの限りで
はない

広告物の上端の
高さ

軒高以下 同左
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● 自家広告物の基準【許可地域】 

 

 

（左記を超えるものは許可できません）

（左記を超えるものは許可できません）

（左記を超えるものは許可できません）

掛看板 表示面積 ２㎡以下 （左記を超えるものは許可できません）

広告幕
広告物の長さ １５ｍ以下

広告物の幅 １．２ｍ以下

貼り紙、貼り
札及び立看板

表示面積等
貼り紙、貼り札は１㎡以下。
立看板は縦（脚部を含む）１．８ｍ以下
×横０．６ｍ以下

その他 道路上に突き出していないこと

広告旗

表示面積 ２㎡以下

高さ ３ｍ以下

その他 道路上に突き出していないこと

設置基数 ４基以下（敷地内） （基準なし）

その他 道路上に突き出していないこと （道路占用許可が必要）

建造物から独
立した広告
（広告板、広告
塔、サインポー
ル）

表示面積 １０㎡以下/1基 ６０㎡以下

広告物の上端の
高さ

地上から１０ｍ以下 同左

広告物の下端の
高さ

（基準なし） 歩道上：３ｍ以上、車道上：４．５ｍ以上

表示面積 （基準なし） 同左

広告物の上端の
高さ

壁面の高さ以下 同左

広告物の下端の
高さ

（基準なし） 歩道上：３ｍ以上、車道上：４．５ｍ以上

表示面積

一面の壁面につきその壁面積（開口部
分を含む）の５分の１以下。ただし、都
市計画法第８条第１項の規定による近
隣商業地域及び商業地域にあっては
１０分の３以下 （左記を超えるものは

許可できません）
広告物の上端の
高さ

（基準なし）

その他
３階以上の窓又は開口部の全部又は
一部をふさがないこと

建
造
物
を
利
用
し
た
広
告

屋上
利用
広告

表示面積
全壁面積の１０分の１以下（木造建造物
の場合は１０㎡以下）ただし１０分の１
が１０㎡未満の場合は１０㎡以下

（左記を超えるものは
許可できません）

広告物の上端の
高さ

地上からの高さが軒高の３分の５以下
で、かつ４８ｍ以下。ただし、３分の５が
１２ｍ未満の場合は１２ｍ以下（木造建
造物の場合は地上から１２ｍ以下）

その他 壁面から突き出していないこと

壁面
利用
広告

壁面からの突出
し幅

１．２ｍ以下 同左

その他 道路上に突き出していないこと （道路占用許可が必要）

突出し
広告

区分
許可不要で出せる 許可を受ければ出せる

（条例第８条第２項第１号、規則別表第２） （条例第７条第１項、規則別表第１）
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ポール等は落ち着きの 

ある色彩とする 

集約化・集合化する 

切り文字とするなど 

外壁との調和を図る 

集約化・集合化する 

【コラム】景観計画上の内容 

屋外広告物は、 必要な情報を提供すると と も に、 まちににぎわいを与える要素です。

し かし ながら 、 その数量や規模、 色彩が過剰と なると 、 景観を阻害するこ と につながり

やすく 、 大き な影響を与えるこ と から 、 適切に規制・ 誘導するこ と が重要です。  

そのため、 越谷市では、 平成 25 年に「 越谷市景観計画」 を策定し 、 建築物等の景観形

成基準による景観誘導にあわせて、 屋外広告物について景観に配慮し た誘導を図っ てい

ます。 越谷市景観計画の配慮事項等をご理解いただき 、 更なる良好な景観形成へのご協

力お願いし ます。  

 

＜越谷市景観計画（抜粋）＞ 

（ 📖越谷市景観計画 72 ページ、 📖景観づく り の手引き 36～38 ページ）  

●屋外広告物の基本的な配慮事項 

•  建築物等に付帯する屋外広告物は、 建築物の窓面を利用し た屋外広告物を含

め、 調和のと れた景観の形成に寄与するよう 努める。  

•  駅周辺や幹線道路沿道を中心と し て、 良好な眺めを阻害し ない配置と と も に、

数量、 規模、 色彩が過剰になら ないよう に配慮する。  

•  独立広告物の支持物（ ポール等） の色彩は、 落ち着き のあるも のと する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 越谷市景観計画は越谷市ホームページから ご覧いただけます。  

掲載場所： 越谷市ホームページ＞く ら し ・ 手続き ＞都市計画 

     ＞まち づく り ＞景観・ 屋外広告物＞景観 

＞越谷市景観計画・ 越谷市景観条例 

ht t ps: //www. ci t y. koshi gaya. sai t ama. j p/kur ashi _ shi sei /kur ashi / 

sumai /kei kan/kei kankei kakuj our ei . html   

景観に関するご相談等があれば、 越谷市都市計画課（ 屋外広告物と 同様の担当課） まで

お問い合わせ下さ い。  

広告物をまとめてすっきりとさせている。 壁面のサインを切り文字とし、数量を最小限

にしている。 

 

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/


19 

４．許可手続きと手数料 

（１）許可等手続きの流れ 

屋外広告物の許可の手続き は、 次のと おり です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ： 変更・ 改造許可申請手続き の要否について 

①変更、 改造申請手続き が必要な（ 軽微な変更でない） も の 

・ 色彩、 意匠（ デザイ ン） 、 又は形状の変更を伴う表示内容の変更。  

・ 例えば、 契約上などの理由により 表示内容を「 広告募集中」 へ、 又は「 広告募集中」

から 変更するも のなども こ れに該当し ます。  

②変更、 改造申請手続き が不要な（ 軽微な変更である） も の【 規則第１ １ 条】  

・ 色彩、 意匠（ デザイ ン） 、 又は形状の変更を伴わない表示内容の変更。  

・ 位置、 形状を変更するこ と なく 、 販売品などの興行等に関する内容を定期的に変更す

るも の。  

※２ ： 「 除却届」 …許可期間の満了、 表示の必要がなく なっ た場合等により 、 屋外広告物を

除却し たと き 【 条例第１ ９ 条】  

   「 滅失届」 …災害等により 、 屋外広告物が滅失し たと き 【 条例第２ ９ 条第４ 項】  

許可申請 

許可 

屋外広告物の設置・許可証票の貼

付 

（審査） 

継続して出すとき 期間更新申請 

設置者・管理者に 

変更があったとき 
変更届 

許可期限が満了したとき 

5 日以内に除却 除却届 

★期間満了の 

30 日前までに 

★速やかに 

★速やかに 

★工事着手の 30 日前までに 

屋外広告物を表示又は掲出物件を設置しようとする者 

（一般的には、その屋外広告物等の所有者）が申請者となります。 

許可を受けると許可証票（シール）が交付されますので、 

許可された屋外広告物に貼付してください。 

除却又は滅失したとき 
★速やかに 

変更・改造するとき（※1） 
（軽微な変更を除く） 

★変更・改造の 

30 日前までに 
変更・改造許可申請 

除却届又は滅失届（※２） 

その他関係法令に基づく手続きを整理した上で、 

申請をお願いします。 
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なお、 その他関係法令に基づく 手続き が必要と なる場合があり ます。  

●その他関係法令に基づく手続き 

事項 必要な許可等の種類 申請書等の提出先・問い合わせ先 

道路敷地内 

（ 上空を 含む） に 

表示・ 設置する場合 

道水路占用許可 

（ 道路法）  

道路管理者 

（ 国、 越谷県土整備事務所、  

越谷市[道路総務課] ）  

道路使用許可 

（ 道路交通法）  

警察署 

工作物自体が高さ ４ ｍを 

超える場合 

工作物の確認 

（ 建築基準法）  

埼玉県[ 建築安全センタ ー] 、  

越谷市[ 建築住宅課]、  

指定確認検査機関 

地区計画の区域内に工作物を 

設置する場合 

地区計画の区域内に

おける行為の届出 

（ 都市計画法）  

越谷市[ 都市計画課]  

屋外広告物に関する規定がある

地区計画の区域内※１ に広告物

を 設置する場合 

ネオン管、 水素使用のアド バルーンなどは、 「 消防法」 の

規定による届け出が必要と なる場合があり ます。  

消防局［ 予防課］  

「 医療法」 、 「 歯科技工士法」 、 「 介護保険法」 、

「 薬事法」 などで記載内容が制限さ れる場合があり ます。  

各法令所管行政庁 

農地内に広告物を 設置する場合、 「 農地法」 の規定に

よる 農地転用の手続き が必要と なり ます。  

※また、 別途「 まちの整備に関する 条例」 の手続きが

必要と なり ます。  

 

越谷市[ 農業委員会]  

 

越谷市[ 開発指導課]   

河川法（ 河川区域内に広告物を 設置する場合）  河川管理者 

（ 国、 越谷県土整備事務所、  

越谷市[河川課]）  

 

※１ ： 屋外広告物に関する 規定がある地区計画は、 以下のと おり です。  

地区計画の名称 地区の名称 

七左第一地区計画 Ｃ 地区 

西大袋地区計画 ②から ⑦地区 

越谷レ イ ク タ ウン 北地区計画 ③から ⑪地区 

越谷レ イ ク タ ウン 南地区計画 Ｂ 地区、 Ｃ 地区、 Ｄ 地区、 Ｅ 地区、 Ｆ 地区 

地区計画に関するご相談等があれば、 越谷市都市計画課までお問い合わせ下さ い。  
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納付書発行 

（標準）２週間程度 

審査期間 

納付確認後 

（標準）２週間程度 

（２）許可申請の方法と許可証発行までの期間 

原則と し て、 手続き は窓口にお越し く ださ い。  

ただし 、 遠方などの理由で窓口に来るこ と ができない場合に限り 、 郵送での手続き も 可能

です。  

窓口宛の申請又は郵送による申請の、 それぞれの手続き の流れと それら に要する期間の目

安は以下のと おり です。  

※申請書類に修正等がある場合、 それに要する期間が追加さ れます。  

 

● 窓口宛の申請 

 

 

 

 

 

 

● 郵送による申請 

  

・申請書等の提出 

・手数料（窓口支払い

※現金のみ）支払い 

・許可証の発行 
審査期間 

（標準）２週間程度 

・申請書等の提出 
※納付書送付用・許可

書送付用の返信用封

筒（切手貼付）も同封

してください 

・許可証の発行 ・手数料支払い 

（納付書払い） 

申請者 市 

申請者 申請者 市 

納付書を市から郵送します 

支払い後、納入通知書兼領収書の写し

をメール又はＦＡＸにて送付し、その旨

を電話でお伝えください 

許可証を市から郵送します 

＜送付先・連絡先＞ 

〒343-8501 

埼玉県越谷市越ヶ 谷四丁目２ 番１ 号 

越谷市役所 都市整備部 都市計画課 屋外広告物担当宛 

 

電 話： 048-963-9221 

Ｆ Ａ Ｘ ： 048-965-0948 

メ ール： toshi kei @ci t y. koshi gaya. l g. j p 

mailto:toshikei@city.koshigaya.lg.jp
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（３）許可申請等に係る必要書類等 

以下の書類について、 正・ 副各１ 部（ 除却届、 滅失届は正１ 部） を提出し てく ださ い。  

（ 代理人による申請の場合、 委任状が必要です）  

区分 様式の名称 

添付書類 許
可
手
数
料
（
📖
23
ペ
ー
ジ
） 

案
内
図
及
び
配
置
図 

現
状
の
写
真 

広
告
物
の
仕
様
書
及
び
設
計
図 

屋
外
広
告
物
等
点
検
報
告
書
※
１ 

管
理
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
（
写
） 

所
有
者
等
の
借
用
承
諾
書
（
写
） 

道
路
占
用
許
可
書
等
（
写
） 

返
信
用
封
筒
（
切
手
貼
付
） 

新たに許可申請する場合 第１号様式 

屋外広告物等 

許可申請書 
○ ○ ○ 

－ 

※

２  

※

３  

※

４  

※

５  
○ 

 既に設置さ れている 

広告板等に広告物を表

示する場合 

○ 

許可期間を更新する場合 第３号様式 

屋外広告物等 

許可期間更新申請書 

○ ○ － ○ 
※

２  

※

３  

※

４  

※

５  
○ 

表示内容のみを変更する

場合 
第４号様式 

屋外広告物等変更・  

改造許可申請書 ○ ○ ○ 

－ － 

－ 
※

４  

※

５  
○ 広告物を掲出する物件自

体の規模等を変更する場

合 

○ 
※

２  

許可さ れた広告物を 

除却し た場合 
第７号様式 

屋外広告物等除却届 
－ ○ － － － － 

 
－ － 

許可さ れた広告物が 

滅失し た場合 
第１４号様式 

屋外広告物等滅失届 
－ ○ － － － － 

 
－ － 

管理者を新たに 

設置又は廃止し た場合 
第１１号様式 

屋外広告物等管理者 

設置・ 廃止届 

－ － － － 
※

２  
－ 

 
※

５  
－ 

広告物の変更はないが、  

表示・ 設置者又は管理者

が変更になっ た場合 

第１２号様式 

屋外広告物等表示・  

設置者（ 管理者）  

変更届 

－ － － － 
※

２  
－ 

 

※

５  
－ 

表示・ 設置者又は管理者

の氏名( 代表者の変更を含

む） 、 名称、 住所が 

変更になっ た場合 

第１３号様式 

屋外広告物等表示 

･設置者（ 管理者）  

氏名・ 名称・ 住所 

変更届 

－ － － － － － 

 

※

５  
－ 

※１：当該広告物の管理者が点検を行い、３か月以内に作成した＜第２号様式＞屋外広告物等点検報告書を

提出してください。また、報告書の提出にあたっては点検をした広告物又は掲出物件の状況がわかる写

真、点検者の資格を証する書類（写）の添付が必要です。 

※２：上端の高さが４ｍを超えるもの又は当初の申請で管理者をおいているものについては○ 

※３：自家広告物以外は○ 

※４：道路敷地内（上空を含む）に表示・設置する場合、許可書が必要です。📖20 ページ 

※5 ：遠方などの理由で窓口に来ることができない場合のみ○ 

様式は越谷市ホームページからダウンロードが可能です。（3 0 ページに二次元コードあり） 
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（４）許可手数料と許可期間 

許可申請をする場合は、 屋外広告物の種類や規模に応じ て、 下表のと おり 手数料が必要

と なり ます。 【 条例第３ １ 条】  

また、 許可の期間は広告物の種類ごと に下表の期間を基準と し て定めら れています。  

【 規則第８ 条】  

 

● 許可手数料と許可期間 

広告物の種類 単 位 手数料 許可期間 

広告板、 広告塔、 サイ ンポール※１  

（ 屋上利用広告･壁面利用広告･突き 出し 広告を含む）  
１ ㎡ 350  円 

３ 年以内 

電柱・ 街灯柱等利用広告 １ 個 350  円 

アーチ利用広告 １ 基 3, 500  円 

標識利用広告 １ 個 170  円 

自動車 

利用広告 

広告宣伝用自動車 １ 台 2, 000  円 

広告宣伝用自動車以外 １ 台 800  円 

掛看板 １ 個 700  円 １ 年以内 

広告幕（ つり 下げを含む）  １ 張 350  円 
３ か月以内 

アド バルーン １ 個 1, 750  円 

広告旗 １ 本 350 円 

１ か月以内 

貼り 紙※２  ５ ０ 枚 350 円 

貼り 札※３  １ ０ 枚 350 円 

紙製又は布製の立看板 １ 個 170 円 

前記以外の立て看板 １ 個 350 円 

※１ ： 広告板、 広告塔、 サインポールの面積計算は小数点以下を切り 上げます。 （ 単位 1 ㎡未満のも

のは 1 ㎡と し ます）  

広告物が複数の場合は、 １ 基ごと に計算し ます。  

変更又は改造申請の場合、 当該広告物の全体面積を対象と し て手数料を計算し ます。  

※２ ： 貼り 紙で５ ０ 枚未満のも のは、 ５ ０ 枚と し ます。  

※３ ： 貼り 札で１ ０ 枚未満のも のは、 １ ０ 枚と し ます。  
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５．市内で屋外広告業を営む場合の登録 

（１）市内で屋外広告業を営む場合の注意事項 

越谷市内で屋外広告業を営む※１ 場合、 越谷市の登録を受ける必要があり ます。  

なお、 埼玉県の屋外広告業の登録を受けている業者は、 その旨を市長に届出するこ と で、 市

の登録業者と みなさ れ（ 「 特例屋外広告業者」 と いいます） 、 越谷市内で屋外広告業を営むこ

と ができます。  

 

※１ ： 「 屋外広告業を営む」 と は 

屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の営業を行う こ と で、 元請け・ 下請けと いっ た

形態の如何は問いません。 （ 単に屋外広告物の印刷、 製作等を行う だけで実際に屋外広

告物の表示等を行わない場合は、 屋外広告業に該当し ません。 ）  

なお、 「 市内で屋外広告業を営む」 と は越谷市内に営業所がない業者が、 市内で屋外

広告物の表示等を行う 場合も 含まれます。  

また、 営業所ごと に、 法令の規定の遵守やその他当該営業所における業務の適正な実

施を確保するため必要な業務を行う 、 業務主任者を選任し なければなり ません。  

 

●業務主任者は以下のいずれかに該当する必要があり ます。  

□都道府県、 指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了し た者 

□屋外広告士 

□職業能力開発促進法に基づく 次に掲げる者 

・ 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員の免許を受けた者 

・ 広告美術仕上げに係る技能検定に合格し た者 

・ 広告美術仕上げに係る職業訓練を修了し た者  

□市長が、 規則で定めると こ ろにより 、 上に掲げる者と 同等以上の知識を有するも の

と 認定し た者 

 

 

（２）屋外広告業の登録 

越谷市内で屋外広告業を営む方で、 埼玉県の屋外広告業の登録を受けていない方は、 越谷

市への屋外広告業登録申請及び手数料（ 10, 000 円） の納付が必要と なり ます。 登録申請手

続き の詳細は、 越谷市ホームページ内『 屋外広告業及び特例屋外広告業の登録について』

（ ３ ０ ページに二次元コ ード あり ） をご覧いただく か、 越谷市都市計画課までお問い合わせ

く ださ い。  

★越谷市に登録後、 埼玉県に登録さ れると 、 越谷市の登録は効力を失います。  

埼玉県の屋外広告業の登録をさ れる方は、 県の登録後に特例屋外広告業の登録 （ 📖25

ページ（ ３ ） 「 特例屋外広告業の登録」 ） をご利用く ださ い。  
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（３）特例屋外広告業の登録 

屋外広告業を営み、 埼玉県の屋外広告業の登録を受けている業者は、 その旨を市長に届出す

るこ と で、 市の登録業者と みなさ れ、 越谷市内で屋外広告業を営むこ と ができます。 特例屋外

広告業の登録を行う にあたっては、 下表の書類について越谷市への届出が必要です（ 手数料は

不要） 。  

★特例屋外広告業の登録後に埼玉県への屋外広告業登録の内容に変更があっ たと き 、 又は

本市における屋外広告業を廃止し たと きは、 変更や廃止の届出が必要です。 なお、 埼玉

県への登録内容に変更等がある場合（ 許可期間の更新を含む） は、 埼玉県への届出を先

に行う 必要があり ます。  

 

● 特例屋外広告業の登録・変更・廃止に必要な書類 

区分 

添付書類 

特
例
屋
外
広
告
業
届
出
書 

第
29
号
様
式 

特
例
屋
外
広
告
業
変
更
届
出
書 

第
31
号
様
式 

特
例
屋
外
広
告
業
廃
止
届
出
書 

第
32
号
様
式 

埼
玉
県
の
屋
外
広
告
業
登
録
通
知
書
（
写
） 

埼
玉
県
の
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
写
） 

（
埼
玉
県
の
収
受
印
が
押
印
さ
れ
た
も
の
） 

業
務
主
任
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
（
写
） 

返
信
用
封
筒
（
切
手
貼
付
） 

新たに特例屋外広告業の登録を 

行う 場合 
○ － － ○ － ○ 

※

１  

特
例
屋
外
広
告
業
の
登
録
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合 

変 

 

更 

 

内 

 

容 

   登録番号 

埼玉県の   登録年月日 

有効期間満了年月日 
－ ○ － ○ － － 

※

２  

名称 

会社（ 個人） の   会社の住所 

会社の代表者 
 

※役員の変更は届出不要 

－ ○ － － ○ － 
※

２  

名称の変更 

営業所の 

所在地の変更 

裏面 

のみ○ 
○ － － － － 

※

２  

業務主任者の変更 
裏面 

のみ○ 
○ － － － ○ 

※

２  

特例屋外広告業の登録を 

廃止する場合 
－ － ○ － － － 

※

２  

※１ ： 遠方などの理由で窓口に来るこ と ができ ない場合のみ○ 

※２ ： 遠方などの理由で窓口に来るこ と ができ ない場合で、 副本の返送を希望する場合のみ○ 

様式は越谷市ホームページからダウンロードが可能です。（３０ページに二次元コードあり） 
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６．その他の注意事項 

（１）屋外広告物の設置を依頼する場合 

越谷市の登録を受けた屋外広告業者又は特例屋外広告業者でなければ、 越谷市内で屋外広

告物の設置を請け負う こ と はでき ません。  

屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、 必ず市の登録を受けた屋外広告業者に依頼し

てく ださ い。  

 

登録を受けている屋外広告業者の一覧（ 登録簿） は、 越谷市の 

ホームページに掲載し ています。   

ht t ps: //www. ci t y. koshi gaya. sai t ama. j p/kur ashi _ shi sei /kur ashi / 

sumai /kei kan/okugai _ kyokashi nsei _ f i l es_ tour okugyousha. pdf  

（２）管理義務 

屋外広告物の表示者や設置者、 管理者、 所有者、 占有者

（ 以下、 「 屋外広告物の所有者等」 と いう ） は、 表示等を 

し た屋外広告物について、 補修その他必要な管理を怠ら な 

いよう にし 、 良好な状態を保持し なければなり ません。  

 こ の管理義務は、 許可を受けて表示さ れた屋外広告物だけ 

ではなく 、 適用除外と なる屋外広告物（ 📖8～9 ページ） を 

含む全てについて適用さ れます。 【 条例第１ ８ 条】  

 

（３）管理者制度 

屋外広告物の適正な管理と 安全性の向上を図るため、 許可を受けて設置する広告物のう ち

上端の高さ が地上から ４ ｍを超えるも のについては、 専門知識を有する管理者※１ を置いて

管理し なければなり ません。 【 条例第１ ８ 条第２ 項】  

管理者が置かれている場合は広告物の安全点検を管理者が行わなければなり ません。  

 

※１ ： 専門知識を有する管理者と は以下のいずれかに該当する者をいいます。  

 □本市において屋外広告業又は特例屋外広告業の登録を受けた者 

（ 📖24 ページ「 ５ ． 市内で屋外広告業を営む場合の登録」 ）  

 □都道府県、 指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了し た者 

 □屋外広告士 

 □職業能力開発促進法に基づく 次に掲げる者 

・ 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員の免許を受けた者 

・ 広告美術仕上げに係る技能検定に合格し た者 

・ 広告美術仕上げに係る職業訓練を修了し た者  

 □市長が、 講習会の修了者等と 同等以上の知識を有するも のと 認定し た者【 条例第 41 条】  

 

 

 

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/
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（４）点検義務 

屋外広告物の所有者等は、 屋外広告士その他こ れと 同等以上の知識

を有する者に、 屋外広告物等の劣化、 損傷の状況を点検さ せなければ

なり ません。 【 条例第１ ８ 条の２ 】 なお、 屋外広告物又は掲出物件の種類

により 、 点検義務の適用除外と なるも の※１ も あり ます。  

 

※１ ： 適用除外と なるも の 

 貼り 紙、 貼り 札、 広告旗、 立看板、 広告幕（ つり 下げを含む） 、 アド バルーン、 壁面

等に直接塗装さ れたも の、 その他こ れら に類する軽易な広告物等 

★点検義務の適用除外と なる広告物又は掲出物件についても 、 表示者等には良好な状態

に保持する管理義務があり ます（ 📖26 ページ「 （ ２ ） 管理」 ） 。 事故防止のため、

定期的に確認を行う など適切な管理をお願いし ます。  

 

 

（５）除却義務 

 屋外広告物を表示する必要がなく なっ たと き や許可期間が満了し たと き 、 又は許可が取り

消さ れたと き は、 ５ 日以内にその屋外広告物を除却し なければなり ません。 【 条例第１ ９ 条】  

 除却し た屋外広告物が許可を受けたも のであると き は、 除却し た旨を市に届け出なければ

なり ません（ 📖19 ページ「 （ １ ） 許可等手続きの流れ」 、 📖22 ページ「 （ （ ３ ） 許可申

請等に係る必要書類等」 ） 。 【 条例第１ ９ 条第２ 項】  

 

 

（６）違反広告物に対する措置 

 屋外広告物条例に違反し て表示さ れた屋外広告物については、 その表示者や設置者、 管理

者に対し 、 除却、 改修、 移転などの措置が命じ ら れます。 【 条例第２ １ 条第１ 項】  

 こ れに応じ ない場合は、 強制的に除却するこ と があり ます。 【 法第７ 条第２ 項～第４ 項、 条例第

２ １ 条第２ 項】  

 また、 許可期間を過ぎているにも かかわら ず表示・ 設置をし ている等、 許可の条件に違反

し たり 、 許可を受けないで変更等をし たと き、 あるいは虚偽の申請をし て許可を受けたと き

などは許可を取り 消す場合があり ます。 【 条例第２ ０ 条】  

 なお、 必要があると 認めると き は、 土地若し く は建物に立ち入り 、 調査等を行う 場合があ

り ます。 【 条例２ ７ 条】   
     

● 簡易除却制度について        

貼り 紙、 貼り 札、 広告旗、 立看板のう ち、 次の要件を満たすも のは、 屋外広告物法に

より 、 除却する旨を所有者に伝えるこ と なく 除却するこ と が認めら れています。 こ れを

「 簡易除却」 と いいます。  

□屋外広告物条例に明ら かに違反し ているも の     

□管理さ れずに放置さ れているも の（ 貼り 紙を除く ）  
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（７）罰則 

屋外広告業を営む者が越谷市屋外広告物条例に違反し た場合、 次のよう な刑罰に処せら れ

るこ と があり ます。 また、 法人等の代理人、 使用人その他の従業者が違反行為をし た場合

は、 その行為者だけでなく 、 法人等にも 罰金刑が科せら れます。 【 条例第５ ２ 条～第５ ７ 条】  

 

 ①登録を受けないで屋外広告業を営んだと き 

 ②許可が必要な屋外広告物を無許可で出し たと き  

 ③禁止地域や禁止物件に屋外広告物を出し たと き  

 ④除去命令等に従わなかっ たと き 

 ⑤登録事項の変更の届出をせず、 又は虚偽の届出をし たと き 

 ⑥業務主任者を選任し なかっ たと き 

 ⑦その他 
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【コラム】違反広告物を撤去するボランティア（団体）を募集しています 

電柱、 道路標識、 街灯柱などに掲出さ れている貼り 紙、 立看板などの違反広告物は、  

まちの景観を損ねるだけでなく 、 交通や通行の妨げになり ます。  

越谷市では、 こ う し た違反広告物をなく し 、 まちの景観や交通の安全を守るため、 市民

の皆様のボラ ンティ ア活動による違反広告物の簡易除却（ 撤去） を実施し ています。  

 

● 簡易除却推進員（ 団体） になるためには？ 

  ○市内に在住し 、 在勤し 、 又は在学する１ ８ 歳以上の方で構成さ れる４ 名以上の団体と  

し ています。  

※地域にお住まいの方だけでなく 、 市内で営業する事業者の方も 対象です。  

  また、 個人で活動さ れたい方は、 都市計画課までご相談く ださ い。  

 

● どんなも のが除却（ 撤去） できるの？ 

  越谷市屋外広告物条例で広告物の掲出が禁止さ れている物件（ 電柱、 交通標識など） に

貼ら れているチラ シ、 立てかけら れている立看板、 道路上に設置さ れたカ ラ ーコ ーンやペ

ッ ト ボト ルに貼ら れている住宅のチラ シなどです。  

 

  

  活動内容、 登録方法などの詳細については、 越谷市都市計画課まで、 お気軽にお問い合

わせく ださ い。  
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【様式】ホームページのご案内 

 

●屋外広告物の許可申請等について 

ht t ps: //www. ci t y. koshi gaya. sai t ama. j p/kur ashi _ shi sei /kur ashi / 

sumai /kei kan/okugai _ kyokashi nsei . html  

 

 

 

 

●屋外広告業及び特例屋外広告業の登録について 

ht t ps: //www. ci t y. koshi gaya. sai t ama. j p/kur ashi _ shi sei /kur ashi / 

sumai /kei kan/okugai _ gyot our oku. html  

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/


発 行：越谷市都市計画課 令和４年９月 

住 所：〒343-8501 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 

電 話：048-963-9221(直通) ＦＡＸ：048-965-0948 

メール：toshikei@city.koshigaya.lg.jp 

～越谷市役所本庁舎８階展望デッキから～ 

mailto:toshikei@city.koshigaya.lg.jp

